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－ 要旨 － 

 

 本研究の目的は、アジアの児童労働の問題を流動性制約の観点から分析することである。対

象として、バングラデシュにおける児童労働を削減させることを目的とした 2つの事例を取り

上げる。1つ目は、児童労働において児童を解雇する代わりに、奨学金を与え、家族の年上の

者を雇用するという事例である。2つ目は、奨学金プログラムである。流動性制約にはライフ

サイクル仮説の考え方を応用する。事例研究から、奨学金や、親や家族の雇用によって家計を

支援することが、就学率の向上を通じて、児童労働を減少させる傾向にあることがわかった。

これは、流動性制約・信用制約のある家庭にとって、奨学金や新たな雇用がその制約を払拭す

る働きをしていると解釈できる。事例では、奨学金が、児童の教育費用を全て補填しなくても、

児童の退学率が減少した。結果として、バングラデシュの事例で、流動性制約が完全に払拭さ

れなくても、奨学金の支給は児童労働撤廃に有効であるといえる。尚、インフレーション率の

適切な低下が必要である。 
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1．はじめに 

 

1.1目的 

 

 本研究の目的は、児童労働の問題を流動性制約の観点から分析することである。分析する対

象として、バングラデシュにおける児童労働を削減させることを目的とした 2つの事例を取り

上げる。流動性制約については、ライフサイクル仮説の考え方を応用する。 

 

1.2背景 

 

1)児童労働の定義 

 

 国際労働機関（International Labour Organization; ILO）は、児童労働を「児童から、幼年

期、潜在能力、尊厳を奪う労働、また、児童にとって肉体的・精神的に有害な労働」と定義し

ている。また、ILOは、これらの労働は、「児童にとって、精神的・肉体的・倫理的に危険か

つ有害であり、就学の妨げであり、通学機会の収奪であり、成熟以前に通学停止することの強

制であり、通学と労働の双方の実施を要求するもの」としている1。 

 

この定義に基づき、現実的に児童労働を禁止している条約が 1973年採択「就業が認められ

るための最低年齢に関する条約」（第 138号条約）である。この条約の内容は以下の通りであ

る2。 

①演劇の子役といった特例を除き、12歳未満の子どもの労働は禁止されている。 

②健康や教育に支障のない「軽易な労働」は、開発途上国において 12歳以上の子どもに対

して容認されている。 

③健康や教育に支障をきたすような労働を 15 歳未満の子どもにさせることを禁止している。 

 1999年採択の「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約」

（第 182号条約）では、第 138号条約を補完する形で、第 138号条約より対象年齢が 3歳年上

の 15歳以上 18歳未満の子どもの「最悪の形態」の労働を禁止している。 

  

                                                 
1 ILO公式ウェブサイト http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm．日本語は、筆者による仮訳。 
2 中村・山形（2013）、pp. 1-31。 
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2）児童労働の現状3 

 

表 1.2.1）は、2008年と 2012年のあらゆる形態の児童労働に従事する 5歳から 17歳の児童

数と児童労働比率である。 

 

 

児童雇用、児童労働、危険な労働の数と比率は、2008年から 2012年で全ての項目で減少し

ている。 

児童数では、15歳から 17歳の児童より、5歳から 14歳の児童の方が、児童雇用数と児童労

働数が多い。しかし、危険な労働をしている児童数は 5歳から 14歳の児童より、15歳から 17

歳の児童の方が多い。 

児童比率では、5歳から 14歳の児童より、15歳から 17歳の児童の方が、児童雇用、児童労

働、危険な労働の全ての項目で比率が高い。 

 

 表 1.2.2）は、2008年と 2012年のあらゆる形態の児童労働に従事する 5歳から 17歳の児童

数と児童労働比率を地域別にみたものである。 

 

                                                 
3 ILO (2013b), pp. 3-12。 
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児童雇用、児童労働、危険な労働の数と比率は、2008年から 2012年で、世界全体としては

減少しているが、地域別にみていくと、その他の地域だけ増加している。 

児童雇用数と児童労働数は、アジア・太平洋地域、サブサハラアフリカ地域、ラテンアメリ

カ・カリブ海地域の順で多い。児童比率は、サブサハラアフリカ地域、アジア・太平洋地域、

ラテンアメリカ・カリブ海地域の順で高い。 

ILOの第 138号条約や第 182号条約で有害な児童労働を禁止しているにもかかわらず、この

ようにいまだに世界中には児童労働が存在している。 

 

1.3意義 

 

背景で述べたように、ILOは 1973年採択の「就業が認められるための最低年齢に関する条

約」（第 138号条約）と 1999年採択の「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の

行動に関する条約」（第 182号条約）で児童労働を禁止している。 

また、2015年に開催された国連持続可能な開発サミットで「我々の世界を変革する：持続

可能な開発のための 2030アジェンダ（Sustainable Development Goals website; SDGs）」が採

択された。その中の目標 8「すべての人々のための持続的、包摂的かつ持続可能な経済成長、

生産的な完全雇用およびディーセント・ワークを推進する」とある。この目標は、各人はその

人にふさわしい労働をすべきだ、と謳っている。つまり、子どもにふさわしい仕事をさせるべ

きであり、不適切な児童労働は禁止されるべきである。 

このように、児童労働を禁止されているにもかかわらず、現在、世界中では多くの児童労働

が存在している。特に、アジア・太平洋地域では児童労働数が最も多い。社会の発展のためや

生きていくために、経済活動は必要であるが、児童労働は認められるべきではない。 

また、多く子どもたちは、通学せず労働している。子どもの教育は、その家庭の将来の所得

を増やすものであるため、必要である。したがって、児童労働は認められるべきではない。 

このような背景から、児童労働について研究することには意義がある。 

ここで重要なのは全ての児童労働を「やみくもに」禁止すると、かえって児童に関する状況

を悪化させてしまうことがあることである。というのは、児童労働は、家計を支えているため

である。児童労働の禁止が家計を圧迫することがある。 

本研究は家計を圧迫しないように「親、あるいは、家計の所得の流動性の制約は児童労働を

増加させているのか」という視点を持ち、事例研究を行い、教訓を得る。その教訓は今後の社

会に適した児童労働を減少させるための効率的な対策を考えることに有効である。これは、本

研究の意義であるといえる。 
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2. 先行研究 

 

2.1児童労働撤廃にむけたアプローチ4 

 

 児童労働撤廃のためのアプローチは複数あり、それをまとめたものが表 2.1.1）である。 

 

伝統的アプローチには、2つのアプローチがある。それは、法制度アプローチと教育の普及

である。これらの伝統的アプローチの共通点は、法律で児童労働を禁止したり子供を学校へ行

かせたりするなど、児童労働が発生している生産現場や、子どもという対象そのものに直接働

きかけようとしている点である。 

新しいアプローチは、伝統的アプローチを補完するものである。また、社会や周囲の人々に

社会的責任を意識させることにより児童労働撤廃を目指すものであることから、意識づけアプ

ローチともいえる。 

新しいアプローチには 2つの視点があり、1つ目は、サプライ・チェーンの視点である。児

童労働を行う生産現場はサプライ・チェーンの始点と位置付けられ、消費者は終点といえる。

問題が発生している始点ではなく、終点やその手前の小売業者に倫理的消費という面からはた

らきかけていくことで児童労働撤廃を目指す。例として、紛争ダイヤモンドや環境保護がある。 

 2つ目の視点は、児童労働が発生している社会全体を、児童労働問題解決のはたらきかけの

対象とする考え方である。これは、「権利ベース・アプローチ」や「マルティ・ステークホル

ダー・アプローチ」（multi-stakeholder approach）という概念に含まれている。 

 権利ベース・アプローチでは、子どもを、教育を受ける権利を有する権利保有者

（rights-holder）とし、その子どもの暮らす社会の大人全体を債務履行者（duty-bearer）と捉

える。 

 マルティ・ステークホルダー・アプローチでは、子どもの親、学校、児童労働の雇用先であ

る主要産業の業界団体、中央政府や地方自治体、当該製品の発注元の先進国企業など全ての利

害関係者（stakeholders）へのはたらきかけが同時に必要である。 

2.2 OECDによる先行研究5 

                                                 
4本セクションでの記述は、特に断りのない限り、中村・山形（2013）による。  
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 経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development; OECD）は、

2000年に『国際貿易と中核的労働基準』（International Trade and Core Labour Standards）という

研究報告を発表し、そのフォローアップ調査の結果をまとめた報告書を作成した。 

 この報告書の中では、児童労働を誘引したり減少させたりする要素は多くあると述べられて

いる。以下は、その報告書の内容である。 

 

2.2.1児童労働の需要側の決定要因 

 

児童労働の需要側の決定要因として、「器用な指先」論がある。これは、子ども固有の身体

的特徴が児童労働の需要を生み出しているというものである。しかし、「器用な指先」論には

根拠となる不確かな証拠があるが、子どもが固有の貴重な特徴を持っているという証拠はない。

むしろ、成人男性が子どもにはない特別な技術を持っており、児童労働は成人労働の代替であ

る。エジプト、ネパール、パキスタン、ベトナムなどの国において、この傾向がみられる。 

また、経済的発展も児童労働の需要に大きな影響を与えている。スキル重視の技術革新は、

未熟練労働（子どもが提供する労働）への需要を相対的に縮小する。19 世紀初頭、英国人の

綿花工場において児童労働需要が縮小した最大の要因は、工場設備の技術的発展だったという

例がある。このように、熟練労働への需要の高まりは教育復帰を促し、児童労働を減らす。 

また、未熟練労働者の賃金が上昇すると児童労働者は増加する。 

グローバリゼーションの観点からみると、多くの証拠がグローバリゼーションと児童労働の

間には直接的な関係がないことを示唆している。つまり、貿易をしても児童労働は増えない。 

 

2.2.2児童労働の供給側の決定要因 

 

児童労働と国民 1人当たりの GDPとの間には世界共通の明確な負の相関関係がある。 

マクロ経済レベルにおける所得の不平等と児童労働の関係については、さまざまな意見があ

り、教育復帰が児童労働復帰を上回る経済においては、所得不平等が拡大すればするほど、児

童労働の増加を招く。 

反対に、児童労働なしでは人口全体を支えきれない経済においては、不平等の拡大は児童労

働を減少させる。この場合は、生産性の高い国であればあるほど、所得の平等の拡大は児童労

働の減少につながるが、生産性の低い国ではその逆である。生産性の低い国では、子どもが働

かなくてもいいのは最高所得の家族だけであり、所得の平等化は、そうした家族の所得を下げ

るため、児童労働が増加するからである。 

児童労働を決定する際に問題になることは、家族所得の絶対的なレベルではなく、未来の所

得と比べた現在の所得である。家族が信用制約を受けている場合、親は子どもの人的資本に投

資してのちの生産性を高めるのではなく、子どもを働かせて未来から「借り入れをする」。こ

                                                                                                                                                   
5 本セクションでの記述は、特に断りのない限り、OECD 編（2005）による。  



9 
 

れは、親が子どもを学校へ通わせることで、将来的に家族所得が増えると予想すれば、未来と

引き換えに「借り入れをして」その間の消費にあてるかもしれないが、親が信用市場を利用で

きなければ内部資産に頼るしかなく、児童労働を選択するということである。 

また、最貧困家庭においては子どもを働かせる必要があっても、家庭内外に適当な仕事がな

く、児童労働がほとんどみられない。逆に、土地を持っている家庭の方が、児童労働が多い。

例えば、ガーナの事例に、子どもの仕事と家庭の貧困の関係は直線的ではないという事実がみ

られる。 

親の雇用主との交渉の結果、児童労働が増える場合があり、家庭内外での交渉力不足が児童

労働をもたらす。 

児童労働の減少には、親への教育が家族所得よりも重要な役割を持つ。しかし、親への教育

の結果は複雑である。アフリカにて、この事実がみられる。 

学校へのアクセスの改善によって児童労働よりも通学が優先される。しかし、通学が児童労

働を防ぐのかはあいまいである。ブラジルでは働く子ども 8人のうち 7人が通学しているから

である。また、1日 2～3時間の労働は通学の決定に影響しないが、多くの仕事量は、学業に

負の影響を及ぼす。 
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2.2.1と 2.2.2で述べてきた児童労働に関係のある要素をまとめたものは表 2.2.1）である。 

 

 

要素の片方が児童労働の場合で、相関関係が正のものは、もう片方の要素を減らせば児童労

働は減る。逆に、要素の片方が児童労働の場合で、相関関係が負のものでは、もう片方の要素

を増やせば児童労働は減る。相関関係がないものは、増やしても減らしても児童労働へ影響を

与えない。 

 つまり、所得不平等が減れば児童労働が減り、信用制約を受けている家庭の所得が上がれば
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児童労働は減る。また、1人当たり GDPや人間開発指数が上がれば、児童労働は減る。 

 表 2.2.2）、表 2.2.3）は、OECDによる報告書の中の国別の児童労働に関わる要素をまとめ

たものである。 
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対象国としているアジアでは、家族のために、無給労働である農業に従事する児童が多い。

そして、家庭内の子どもに提供される所得機会、世帯構成、生活水準が児童労働の発生に大き

な影響を与えている。つまり、児童労働は、家計を支えるために発生していると考えられる。 

 

2.2.3最悪の形態の児童労働 
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最悪の児童労働が生まれる親の意思決定過程関係した要因は、3つある。 

[1]親にほかの選択肢がない。（子どもが連れ去られて売買される場合） 

[2]親が様々な理由のためにそうした労働が子どもに及ぼす影響を無視する。 

[3]働かせることが子どもにとっていいことであると親が認識しており、子どもが従事する

実際の条件に気づかない。 

また、最悪の形態の児童労働が生まれる需要側の要因は、子どもは一般に無防備で影響を受

けやすく、コントロールしやすいということである。 

 

2.3最悪の形態の児童労働が持つ経済効果6 

 

 最悪の形態の児童労働は省くべきだと認識されているが、貧困国での幸福の向上のためには、

最悪の形態の児童労働の禁止は不可能である。というのは、有害な児童労働は、実際には経済

的価値を担っているからである。むやみに有害な児童労働を禁止し、通学させることは、有害

な児童労働が担う経済的役割を無視することになる。 

有害な児童労働以外の児童労働の給料を十分に高く保つことで、貧困家庭は彼らの子ども達

を通学させたり、十分に栄養を与えたりする。 

適切なメカニズムがない限り、有害な児童労働の禁止は貧困国にとって望ましくない結果を

もたらす。売春や危険な仕事は奨励されるべきではないが、これらが貧困国で経済的役割を担

っているということは無視できない。 

 

 

  

                                                 
6 Dessy, S. E. and S. Pallage(2002)。 
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3．分析フレームワーク 

 

 本研究は、流動性制約の観点から児童労働の原因を分析するために、ライフサイクル仮説を

応用する。以下にその内容を解説する。 

 

3.1ライフサイクル仮説 

 

3.1.1モジリアーニによるライフサイクル仮説 

 

ライフサイクル仮説とは、消費者が、ライフサイクル（生涯）にわたる所得と資産の制約の

もとで効用を最大化するように貯蓄と消費を決めるという仮説のことである。モジリアーニ

（Franco Modigliani）らが、1955年に提唱した7。これは、以下のモデルで表される。 

 

 

 

 

U： 効用。（消費者は人生の中で効用を最大限にしようと活動する。） 

Ct： t 期の消費。 

yt： t 期の所得。Tは現在と過去。ɤは将来。 

at： t 期の資産。aL+1 は資産を残す効用。 

r ： 割引率。 

N： 収入がある期間。Mは退職後の期間。Lは N+Mで、収入開始から寿命まで。 

 

 Uは効用である。左辺は、収入がある期間 Nの中の現在から将来の所得を表す。右辺は、

死後残す資産と収入開始から寿命までの期間 Lの中の現在から将来の消費を表す。消費者は、

ライフサイクルにわたる所得と資産の制約のもとで効用を最大化しようとするため、左辺の値

の範囲の中で、右辺の値を最大化しようとする。 

  

                                                 
7 Modigliani and Brumberg (1955), pp. 389-391。 
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ライフサイクル仮説が指摘することは、単純化すると、以下のように表すことができる。 

まず、消費者は、ライフサイクルを若年期と老年期 2期間に単純化する。そして、若年期で

は働いて消費と貯蓄を行い、老年期では少ない所得（年金）と今までの貯蓄を取り崩して消費

を行う。それにより、消費者は、ライフサイクルを通じて得られる所得水準を前提して消費行

動を実施するため、消費支出が大きく変動しないよう平準化しようとする傾向にある。その結

果、所得が多いと貯蓄をし、所得が少なくなれば貯蓄の取り崩しをする。 

 

 この簡略化に基づき、前述のモデル簡略化すると、以下のように表現することができる。 

C = (RY+W)/T 

C = (R/T)Y+(1/T)W 

 

R： 労働時間。 

Y： 所得。 

W： 資産。 

C： 消費。 

T： 余命。 

 

この考え方を、図で表したものが、図 3.1.1.1）である。 

 

 

本研究において、ライフサイクル仮説のフレームワークとモデルが重要なのは、児童労働が

発生するような家計においては、流動性制約、及び、信用制約により、本来なら、ライフサイ

クルにより効用・消費を最大化できるにもかかわらず、それらにより、そうできないという状
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況が発生することによる。換言すると、ライフサイクル仮説が成り立つのは、貯蓄が可能な程

度に所得があり、将来の所得を現在に置き換える信用がある家計にのみ成り立つ。 

 この点から、前述の図を書き直すと、以下のようになる。 

まず、流動性制約があり、信用制約はない家計については、以下の図 3.1.1.2）のようになる。

このような家計においては、児童労働は発生しやすいが、それを避ける余地は残っている。 

 

 親が、子どもを就学させるか判断する時に、信用制約がないと就学資金の借入れをすること

ができるため、借入金により、子どもを就学させることができる。その結果、卒業後、収入を

それに伴う消費量は増加する。就学による費用は発生するが、これを信用による借入金で賄え

る。子どもの卒業後、借入金を返済しなければならないが、就学したことによる学歴により、

収入が増えるため、返済が可能で消費量が増加する。この結果、ライフサイクルでの効用は高

まる。 
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さらに、流動制約と信用制約の両方がない貧困の家計だと、ライフサイクルにおける収入と

消費は、図 3.1.1.3）の図のように書ける。 

 

子どもを就学させるとどうか判断する際に、流動性制約と信用制約があるために、借入金の

確保ができず、子どもを就学させられない。就学しない代わりに、児童労働により、収入を得

ることになる。ただし、この場合、収入が増加しないため消費量も増加しない。つまり、効用

は増加しない。 

 

図 3.1.1.2）と図 3.1.1.3）において、就学か児童労働かの判断は以下のようになされる8。 

 

 

 

Wp： 小学校卒業者の賃金。 

Wn： 初等教育を受けなかった労働者の賃金。 

r： 割引率。 

Cp： 学校へ行く費用。 

 

Cpは学校へ行く費用のことである。Wnは小学校へ行かなかった労働者の賃金のことであ

り、これは学校へ行くことの機会費用といえる。Wpは小学校卒業者の賃金である。また、バ

ングラデシュの初等教育機関は 5年である9。 

                                                 
8 Shafiq, M. N. (2007), pp. 343–358。 
9 外務省公式ウェブサイト。 
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最初の項は、初等教育を受けた者の賃金の期待値を表し、2番目の項は、初等教育を受けるこ

との費用を表す。 

 Dの値が正の場合は、両親は子どもを通学させようと判断する。反対に、これが負の場合は、

両親は児童労働をさせることを判断する。奨学金を得ることができると、Cpを下げることが

できるため、Dの値が増加して、児童労働が削減され、就学する傾向が発生する。 

 

この判断のモデルを、後述の事例に適用させるために、以下のような修正をする。 

 

 

 

Wp： 小学校卒業者の賃金。 

Wn： 初等教育を受けなかった労働者の賃金。 

r： 割引率。 

Cp： 学校へ行く費用。 

Wa：  親の所得。（家計の所得でライフサイクルを考えるため。） 

α：   0<α<1 ; 特にバングラデシュの事例においては、full-time（一日中、年間を通じて）で働いているわ

けではないため。 

S：   奨学金。 

注：   t値が異なる。 

 

 

4．バングラデシュを対象国とした事例研究 

 

 以下では、バングラデシュの事例を取り上げ、前述のフレームワークを適用する。1つ目の

事例は、児童労働を解雇し、その代替として、児童の年上の家族の雇用を保証したものである。

2つ目の事例は、奨学金のプログラムである。 

 

バングラデシュの概況は以下の通りである10。 

 バングラデシュは、南アジアに位置し、人口は、1億 6,175万人（2017年時点）である。首

都はダッカであり、民族としては、ベンガル人が大部分を占めている。また、ミャンマーとの

国境沿いのチッタゴン丘陵地帯には、チャクマ族等を中心とした仏教徒系少数民族が居住して

いる。公用語は、ベンガル語であり、15歳以上の成人の識字率は、72.3%（2016年時点）で

ある。バングラデシュ国民の 88.4%がイスラム教徒であり、残りの 11.6%は、ヒンズー教徒、

仏教徒、キリスト教徒（2016年時点）である。政治体制は共和制で、議会は一院制、総議席

                                                 
10 外務省公式ウェブサイト。 
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数は 350である。 

 主要産業は、衣料品・縫製産業、農業である。実質 GDPは 1,678億ドル（2016年時点）で、

一人当たり GDPは 1,538ドル（2017年時点）11である。また、経済成長率（GDP）は 7.24%

で、消費者物価指数上昇率は 5.92%（2016年時点）である。労働人口市場は 5,370万人で、農

業が 48.1%、サービス業が 37.4%、鉱工業が 14.6%（2010年時点）である。GDP内訳は、サ

ービス業（53.1%），工業・建設業（31.5%），農林水産業（15.4%）である。尚、5歳から 17

歳の児童労働数は、約 506万人（2005年時点）12である。 

 

4.1縫製産業における覚書締結の事例13 

 

 本事例は、児童労働の雇用が多い縫製産業において、児童労働の「解雇」と家族の雇用、「解

雇」された児童への就学支援を組み合わせたものである。 

 

4.1.1児童労働廃止に関する了解覚書 

 

 1995年 2月、バングラデシュ衣服製造者・輸出業者連合（Bangladesh Garment Manufacturers 

and Exporters Association; BGMEA）、国際連合児童基金（United Nations International 

Children's Emergency Fund; UNICEF）、ILO、米国の人権擁護団体（Asian American Free 

Labour Institute; AAFLI）ならびに幾つかの地元のNGOの話し合いで児童労働廃止に関する

了解覚書草案が起草された。それは、15歳未満の児童労働者を 1997年 9月 1日までに段階的

に解雇すると同時に、彼らに教育を受けさせるための学校を作り、運営するという内容だった。 

 しかし、BGMEAはこれを否決し、代わりに 10月 31日までに児童労働者を即時解雇すると

いう決定を行った。この決定について米国の人権擁護団体は反発し、米国市場におけるバング

ラデシュ製衣服のボイコット運動をすると警告した。 

 事態を重く見た国際機関等の関係者は草案を修正し、1995年 7月4日、BGMEAとUNICEF、

ILOの三者間で児童労働廃止に関する了解覚書が調印された。 

                                                 
11 バングラデシュの会計年度は 7月～翌年 6月末。2015年度は，2014年 7月から 2015年 6月末まで。以下、

同様。 
12 ILO and UCW (2015) p. 44。 
13 村山（1996）pp. 27-28。 
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児童労働廃止に関する了解覚書の内容とそれができるまでをまとめたものは、表 4.1.1）で

ある。 

 

4.2初等教育奨学金プログラム(The Primary Education Stipend Programme; PSEP)14 

 

 バングラデシュの奨学金プログラムとして、バングラデシュ政府は 8つの農村部と 4つの都

市部の貧困家庭出身の小学生を対象に、毎月 100タカの奨学金を支給している。この結果、小

学校からの落第する人数が減少したという成果があった。この落第の減少は、児童労働の減少

と考えられる。この内容を以下に示す。 

 

4.2.1初等教育奨学金プログラムの内容 

 

はじめに、1990年から 2011年のバングラデシュにおける初等教育の純就学率の傾向をみて

いく。その傾向は以下のグラフ 4.2.1）の通りである。 

 

 

                                                 
14 DPE, PPRC and UNICEF Bangladesh (2013)。 
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出所：DPE, PPRC and UNICEF Bangladesh (2013)を基に筆者作成。 

 

初等教育への純就学率は、2005年から 2011年の間で、全体が 87.20%から 98.70%へ、女児

は 90.10%から 99.40%へ、男児は 84.46%から 97.20%へ増加している。 

 出席比率は、2001年では 49.7%であり、2011年には 77%になった。また、児童が学校を卒

業した比率は、緩やかに進歩しており、1991年に 43%であったが、2010年には 67%へと増加

した。バングラデシュの子ども達は全く学校に行かなくなるわけではなく、児童労働のために

学校を休むことから授業についていけなくなり、落第か留年（ドロップアウト）をする。落第

率は平均で 30％である。 

 

この奨学金プログラムでは、毎月 100タカを支給する。2003年から 2012年の間に、インフ

レーション調整が行われた。それにより、毎月支給されていた 100タカの価値が変化した。そ
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の変化の値をまとめているものが、以下の表 4.2.1）である。 

 本研究では、PESPの1つの地域の結果についてみていく。地域は、MymensinghのHaluaghat

とする。この地域の特性は、農村であり、平野、民族的（ethnic）ということであり、貧困率

は 46%である。児童労働の内容は、季節の農業、ティーショップの店員、女児の縫製労働で

ある。各労働で得られる賃金は表 4.2.2）の通りである。 

 

一方、奨学金の金額は、以下の通りである。 

  

また、各家庭の家計にとって、初等教育を受けるにあたり、教科書、制服などの費用が必要

である。その費用をまとめたものが以下の表 4.2.4）である。これは、実際に初等教育を受け

ている生徒にインタビューをし、得た数値である。 

  

初等教育の費用は、それぞれ、最貧地域で年間 3,617タカ、貧困地域で 4,353タカ、都市部

で 6,398タカである。 

 

 この奨学金プログラムの結果の認識を、両親、教師、学校運営委員会（School Management 

Committee; SMC）にインタビューした。そこから得られた同プログラムの効果は、以下の通

りである。 

(1)文房具等費用の軽減。 

(2)子どもの教育における女性による意思決定の増加。 
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(3)教育の費用の補填。 

(4)生徒の出席率の増加。 

(5)生徒退学率の減少（20～15%）。 

(6)入学者数の増加。 

(7)教育材料価格の適正化。 

(8)即座に食糧不足の補填。 

 

奨学金よりも、就学費用が大きいのにもかかわらず、このような改善がみられた。 

 

 

5. 分析フレームワークによる事例の分析 

 

5.1フレームワークによる分析 

 

 ここでは、前述の改善された D式を用いて、事例による児童労働撤廃への影響を分析する。 

 

 

 この式に、Shafiq（2007）によるデータ、2 つ目の事例における農業労働による収入（ただ

し、年間 3 カ月だけの就労とする）、奨学金、就学費用をあてはめて、値を求めると、正味現

在価値（Net Present Value; NPV）で 15,734タカとなる。これは、本来は、家計が、児童労働

より就学をさせたほうが、ライフサイクルの観点からは合理的であることを証明している。 

 しかしながら、家計が、流動性制約と信用制約に直面していると、t=0の時点での値で判断

せざるを得ない。t=0時点での、D式の値は、-51,927となり、児童労働を選択せざるを得ない。 

ここで重要なのは、t=0時点での D式の値が、負であるのに、すなわち、通学のドロップア

ウトが減少し、児童労働を減少させられる傾向がみられたことである。この傾向の原因を分析

するために、これらの 2 事例について、前述の D 式であらわされた家計の判断にどのような

変化があったのかについて各変数の変化をみてみる。結果は以下の表の通りである。 



24 
 

  

まず、事例 1についてであるが、解雇と同時に、家族の雇用を保証しているので、Waが増

加する。児童労働の解雇があるので、Wnは減少する。就学の支援をしているので、Cpは減

少する。これらの結果、D式の 1項の値が増加し、2項が減少するので、児童労働より就学を

優先しやすくなる。 

次に、事例 2についてであるが、親の雇用には直接働きかけていない。一方、奨学金により、

Cpを大幅に減少させる。これを通じて、D式の第 2項の値が大幅に減少する。ここで教訓に

つながるのは、2項が正の値を取ったままでも、落第が減少することである。必ずしも 2項が

完全に負とならなくても落第が減少傾向となる。これが児童労働の減少と就学の増加の契機と

なる。 

 

5.2教訓 

  

 この分析から、どのような教訓が得られるのであろうか。 

まず、1つ目の事例においては、14歳未満の児童を解雇する代わりに年上の家族を雇用して

いる。これにより、解雇された児童による収入を補填している。これにより家計は悪化しない。

これに加えて、奨学金 300タカによって、就学費用が補填されている。 

ここで、完全に解雇してしまうよりも、パートタイムで働くことができるようにする方が好

ましい。というのは、児童労働は家計を助けているが、未婚の縫製労働者はそれだけではなく、

結婚に必要な資金の積み立てを行っているからである。さらに、手に職や技術を持つ女性は、

それ自体が嫁ぎ先から歓迎される傾向にある。このように、縫製工場で働くことは、全体的に

見るとその労働者にとってプラスに働くので、いきなり労働をゼロにするよりも減少させた方

が好ましい。したがって、10歳から 14歳の児童を完全に解雇することは好ましくない。パー

トタイムで働けるようにする方が望ましい。 

 2つ目は、了解覚書草案が否決されたとき、米国の人権擁護団体による不買運動をしようと

する動きがあったが、これは、かえって貧困家庭の家計に負の影響を及ぼすため、望ましくな

い点である。また、この行動は、児童労働者だけでなく縫製産業全体の労働者の生活を脅かす

ため、不買運動はすべきではないといえる。 

次に、2つ目の事例についてであるが、奨学金が完全に児童労働の収入を上回っているわけ

ではないのに、D式の第 2項の減少を通じて、就学児のドロップアウトを減少させている。こ

の減少が、そのまま児童労働の減少につながっている。 

 分析対象地区の児童労働の形態をみると、農業の手伝いが多く、そこでは完全に児童労働に

終始してしまうわけではない。農業に従事することによって、疲労し授業についていけなくな

るというプロセスで児童労働につながってしまっている。同奨学金プログラムは、これをある

程度防ぐことに成功しているので、たとえ、児童労働の収入、すなわち就学の機会費用を奨学

金が補填できなくても児童労働削減には有効と考えられる。 

 したがって、奨学金の金額が、就学費用に対して不足していても、児童労働削減のために、
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奨学金プログラムを実施することは、有効であるという教訓が得られる。 

最後に、分析フレームとは直接関係ないが、インフレーションによる奨学金の実質的な価値

への影響が大きかった。したがって、適切なマクロ経済運営を実施して、インフレーション率

を低下させることが、実質の奨学金の増加につながり、児童労働の削減につながる。 
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6．付録 1：アジアの児童労働とそれに関わる要素 

  

 

 

 

 


